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相
互
測
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郡
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高
齢
者
の
役
割
を
明
確
に
し

だ
れ
も
が
働
き
が
い
の
あ
る
職
場
を
創
出

厚生労働大臣表彰

優秀賞

株式会社 建設相互測地社
（福島県郡山市）

◎創業　1969（昭和44）年
◎業種　専門サービス業（補償コンサルタント業）
◎従業員数　32人
（ 内　 訳 ） 60～64歳 3人 （9.4％）
 65～69歳 5人 （15.6％）
 70歳以上 2人 （6.3％）

◎定年・継続雇用制度
定年65歳。就業規則などにより一定条件のもと、年齢上限な
く再雇用。現在の最高年齢者は81歳

高年齢者雇用開発コンテスト
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2019.10 12

本
事
例
の
ポ
イ
ン
ト

Ⅰ株
式
会
社
建
設
相
互
測
地
社
は
、
１
９
６
９
（
昭
和

44
）
年
に
創
業
し
た
。
先
代
社
長
の
も
と
測
量
業
の
登

録
を
行
い
業
務
を
開
始
。
１
９
８
４
年
に
は
補
償
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
業
の
登
録
を
し
、
現
在
、
補
償
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
業
務
全
8
部
門
を
中
心
に
、
測
量
・
建
築
設
計

業
務
を
通
し
て
地
域
社
会
に
貢
献
し
て
い
る
。

業
界
共
通
の
課
題
と
し
て
若
年
技
術
者
の
養
成
が
急

が
れ
る
な
か
、高
齢
従
業
員
を
主
戦
力
と
し
て
と
ら
え
、

高
齢
従
業
員
の
能
力
が
十
二
分
に
発
揮
で
き
る
雇
用
環

境
の
整
備
を
目
標
に
掲
げ
、
制
度
の
構
築
や
技
術
継
承

シ
ス
テ
ム
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

  《
Ｐ
Ｏ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
》

（
１
）
２
０
１
１
（
平
成
23
）
年
４
月
、「
継
続
雇
用

者
が
働
き
や
す
い
柔
軟
な
雇
用
形
態
制
度
（
短
時

間
勤
務
、
隔
日
勤
務
）」
を
導
入
し
た
。

（
２
）
高
齢
従
業
員
の
活
躍
機
会
の
拡
大
を
図
り
、
若

手
育
成
、
技
術
継
承
、
工
程
管
理
の
総
括
管
理
業
務

な
ど
、
高
齢
従
業
員
の
役
割
の
明
確
化
を
図
っ
た
。

（
３
）
各
部
門
す
べ
て
の
作
業
手
順
に
つ
い
て
、
高
齢

従
業
員
が
中
心
と
な
り
、
作
業
手
順
書
や
マ
ニ
ュ
ア

ル
を
作
成
、「
仕
事
の
見
え
る
化
」
に
取
り
組
ん
だ
。

（
４
）
ド
ロ
ー
ン
技
術
を
導
入
し
、
屋
外
に
お
け
る
測

量
時
の
現
場
リ
ス
ク
の
回
避
と
作
業
負
荷
軽
減
に
着

手
し
た
。

（
５
）
全
従
業
員
対
象
の
人
間
ド
ッ
ク
時
に
、頸け

い

動ど
う

脈み
ゃ
く

超
音

波
検
査
を
実
施
す
る
ほ
か
、
事
務
所
に
血
圧
計
を
設
置

す
る
な
ど
疾
病
の
早
期
予
防
対
策
を
強
化
し
て
い
る
。

企
業
の
沿
革
・
事
業
内
容

Ⅱ同
社
は
、
今
年
で
創
業
50
周
年
を
迎
え
た
。
１
９
６
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９
年
に
先
代
社
長
の
も
と
測
量
業
登
録
を
行
い
、
そ
の

後
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
、
用
地
補
償
や
測
量
調
査

の
分
野
で
業
容
を
拡
大
し
て
き
た
。

東
北
地
方
一
円
を
営
業
エ
リ
ア
と
し
て
、
東
北
地
方

で
も
有
数
の
補
償
業
務
管
理
士
の
資
格
保
有
者
数
を
誇

る
。補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
全
８
部
門
を
中
心
に
、

測
量
・
建
築
設
計
業
務
な
ど
を
通
し
て
、
国
や
地
方
公

共
団
体
が
行
う
公
共
事
業
に
必
要
な
土
地
の
取
得
な
ど

に
関
す
る
補
償
業
務
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
水す

い

文も
ん

観

測
業
務
と
し
て
、
河
川
管
理
に
と
っ
て
必
要
な
基
礎
的

デ
ー
タ
を
取
得
す
る
た
め
、
流
量
観
測
や
採
水
な
ど
を

実
施
。
さ
ら
に
、
東
日
本
大
震
災
復
興
支
援
業
務
に
も

積
極
的
に
か
か
わ
り
、
地
域
に
貢
献
で
き
る
企
業
を
目

ざ
し
て
い
る
。

高
齢
化
の
状
況
、

職
場
改
善
等
の
背
景
と
進
め
方

Ⅲ従
業
員
32
人
の
う
ち
60
歳
以
上
は
10
人
で
、
全
従
業

員
の
3
割
を
占
め
る
。
70
歳
以
上
は
２
人
で
、
最
高
齢

は
81
歳
で
あ
る
。
本
社
は
４
部
門
で
構
成
さ
れ
、
総
務

部
に
60
代
前
半
が
１
人
、
測
量
部
は
60
代
前
半
が
１
人

と
60
代
後
半
が
2
人
在
籍
し
て
い
る
。
補
償
部
に
は
60

代
前
半
が
１
人
、
営
業
部
は
60
代
後
半
が
３
人
と
70
代

が
１
人
、
最
高
年
齢
の
81
歳
の
高
齢
従
業
員
が
在
籍
し

て
い
る
。

技
術
部
門
に
お
い
て
は
、
若
手
の
採
用
が
ま
ま
な
ら

ず
、
高
齢
従
業
員
が
主
戦
力
と
な
っ
て
い
る
。
平
均
年

齢
は
54
・
８
歳
で
、
組
織
維
持
の
た
め
に
は
若
手
従
業

員
の
採
用
は
不
可
欠
で
あ
る
が
、
２
年
前
に
よ
う
や
く

若
手
を
採
用
で
き
た
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

一
方
、
同
社
に
依
頼
さ
れ
る
公
共
事
業
は
増
加
の
一

途
に
あ
り
、
人
材
不
足
か
ら
受
注
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
状
況
も
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
課
題
解
決

の
た
め
に
高
齢
従
業
員
は
会
社
の
大
き
な
戦
力
で
あ
る

と
い
う
位
置
づ
け
を
明
確
に
し
、「
生
涯
現
役
」
と
い

う
経
営
方
針
を
打
ち
出
し
た
。

健
康
で
意
欲
が
あ
る
か
ぎ
り
働
き
続
け
る
こ
と
が
で

き
る
会
社
づ
く
り
を
目
ざ
し
て
、
健
康
づ
く
り
の
推
進

や
職
場
環
境
の
整
備
に
全
社
を
あ
げ
て
取
り
組
む
こ
と

に
よ
り
、
勤
続
30
年
以
上
の
勤
務
者
が
８
人
、
40
年
以

上
の
勤
務
者
が
４
人
と
い
う
、
高
い
定
着
率
に
つ
な

が
っ
て
い
る
。

改
善
の
内
容

Ⅳ
（
１
）
制
度
に
関
す
る
改
善

・
定
年
制
等

２
０
１
３
年
の
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
改
正
時
に
定

年
年
齢
お
よ
び
継
続
雇
用
制
度
の
見
直
し
を
行
い
、
高

年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
の
経
過
措
置
の
取
扱
い
に
合
わ

せ
て
、
継
続
雇
用
年
齢
を
段
階
的
に
引
き
上
げ
て
い
く

こ
と
と
し
た
。
２
０
１
７
年
に
は
、
国
や
当
機
構
の
高

年
齢
者
雇
用
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
働
き
か
け
な
ど
に
よ

り
、
経
過
措
置
を
廃
止
し
、
継
続
雇
用
年
齢
を
希
望
者

全
員
65
歳
に
引
き
上
げ
た
。
ま
た
、
社
内
業
務
の
安
定

的
な
継
続
の
た
め
、
２
０
１
８
年
10
月
に
定
年
年
齢
を

65
歳
に
引
き
上
げ
た
。

従
前
は
定
年
後
の
者
に
対
し
、
経
過
措
置
に
よ
る
条

件
つ
き
の
継
続
雇
用
と
し
な
が
ら
実
質
は
ほ
ぼ
全
員
の

継
続
雇
用
を
行
っ
て
お
り
、
職
務
内
容
お
よ
び
処
遇
を

そ
の
ま
ま
継
続
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
定
年
年
齢
の
引

上
げ
の
際
に
大
き
な
問
題
は
生
じ
な
か
っ
た
。

・
継
続
雇
用
制
度
の
見
直
し

従
前
か
ら
65
歳
以
降
に
つ
い
て
は
、一
定
の
条
件（
健

康
状
態
と
本
人
の
意
思
）
の
も
と
、
年
齢
の
上
限
な
く

継
続
雇
用
し
て
い
る
。
当
該
継
続
雇
用
者
は
、
２
０
１

１
年
４
月
に
導
入
し
た
「
継
続
雇
用
者
の
働
き
や
す
い

柔
軟
な
雇
用
形
態
制
度
」
に
よ
り
、
短
時
間
勤
務
と
隔

日
勤
務
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
、
65
歳
以

上
の
高
齢
従
業
員
の
う
ち
４
人
が
、
こ
の
柔
軟
な
雇
用

株式会社建設相互測地社の本社
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形
態
の
適
用
を
受
け
て
い
る
。

ま
た
、
適
用
を
希
望
し
な
い
高
齢
従
業
員
は
フ
ル
タ

イ
ム
で
働
い
て
お
り
、
定
年
後
も
定
年
前
と
同
様
の
職

務
を
担
当
で
き
る
こ
と
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
高
齢
従
業

員
が
継
続
雇
用
を
希
望
し
て
い
る
。

・
処
遇
（
賃
金
、
退
職
金
な
ど
）

定
年
後
の
継
続
雇
用
者
も
含
め
て
全
員
を「
正
社
員
」

と
し
て
雇
用
し
て
お
り
、
従
業
員
の
処
遇
の
差
は
一
部

資
格
保
持
者
を
除
き
、
ほ
ぼ
な
い
。
定
年
後
も
役
職
を

継
続
す
る
場
合
に
は
相
応
の
役
職
手
当
が
支
給
さ
れ

る
。
賃
金
は
勤
務
時
間
の
減
少
に
よ
り
下
が
る
が
、
時

給
換
算
で
み
る
と
定
年
前
よ
り
高
額
に
な
る
。
退
職
金

は
特
定
退
職
金
共
済
制
度
（
特
退
共
）
に
加
入
し
て
お

り
、
原
則
定
年
時
に
支
払
わ
れ
る
が
、
支
払
い
時
期
は

本
人
と
相
談
の
う
え
、
変
更
も
可
能
で
あ
る
。

（
２
）
高
齢
従
業
員
を
戦
力
化
す
る
た
め
の
工
夫

・
高
齢
従
業
員
の
役
割
の
明
確
化

定
年
後
の
高
齢
従
業
員
の
業
務
は
、
専
門
性
を
活
か

す
た
め
に
従
前
か
ら
の
業
務
を
継
続
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。
加
え
て
、
全
部
署
共
通
の
高
齢
従
業
員
の
役
割

と
し
て
「
若
手
従
業
員
へ
の
技
術
の
継
承
」
や
「
品
質

チ
ェ
ッ
ク
機
能
、工
程
管
理
」
な
ど
を
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
書
類
な
ど
で
提
示
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い

が
、つ
ね
日
ご
ろ
か
ら
社
長
が
従
業
員
に
対
し
て
説
明・

指
示
を
く
り
返
し
て
お
り
、
高
齢
従
業
員
は
自
ら
の
役

割
を
自
然
な
形
で
受
け
止
め
て
い
る
。
役
割
を
明
確
化

す
る
こ
と
に
よ
り
、
高
齢
従
業
員
自
身
の
居
場
所
（
拠よ

り
所
）
の
確
保
と
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
維
持
・
向
上
に

結
び
つ
き
、発
注
者
へ
の
提
案
力
が
各
段
に
高
ま
っ
た
。

若
手
従
業
員
へ
の
技
術
継
承
に
関
し
て
は
、
高
齢
従

業
員
と
若
手
従
業
員
が
ペ
ア
を
組
ん
で
就
労
す
る
な
か

で
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
部
門
の
責
任
者
は
業
務

内
容
に
応
じ
て
、
組
合
せ
を
決
め
、
若
手
従
業
員
が
さ

ま
ざ
ま
な
知
識
や
技
術
を
習
得
で
き
る
よ
う
適
切
な
組

合
せ
を
行
っ
て
い
る
。

（
３
）
意
識
・
風
土
の
改
善

・
ド
ロ
ー
ン
技
術
の
導
入

屋
外
で
の
業
務
が
中
心
で
、
測
量
な
ど
の
現
地
調
査

は
急
な
斜
面
を
登
っ
た
り
、足
場
が
悪
い
現
場
も
多
い
。

従
前
は
、
測
量
用
の
機
材
を
持
ち
、
現
場
へ
向
か
い
、

足
元
の
不
安
定
な
場
所
で
測
量
業
務
を
行
っ
て
い
た

が
、
高
齢
従
業
員
に
と
っ
て
は
体
力
的
な
負
担
も
大
き

く
か
つ
危
険
を
と
も
な
う
作
業
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

リ
ス
ク
削
減
と
作
業
の
効
率
化
の
た
め
に
ド
ロ
ー
ン
を

導
入
し
た
。　

導
入
に
よ
っ
て
、
比
較
的
安
全
な
場
所
で
ド
ロ
ー
ン

を
操
縦
し
、
測
量
現
場
上
空
か
ら
撮
影
し
た
映
像
や

デ
ー
タ
を
も
と
に
、
図
面
の
作
成
が
可
能
に
な
り
、
作

業
負
荷
は
軽
減
さ
れ
、
労
働
災
害
の
リ
ス
ク
も
大
幅
に

軽
減
さ
れ
た
。

ま
た
、
山
間
地
の
ダ
ム
や
河
川
の
流
量
確
認
な
ど
に

つ
い
て
も
、
ド
ロ
ー
ン
に
よ
り
容
易
に
行
う
こ
と
が
可

能
と
な
っ
て
い
る
。
ド
ロ
ー
ン
の
操
縦
は
資
格
を
有
す

る
若
手
従
業
員
が
行
う
が
、
現
場
で
の
対
応
や
得
ら
れ

た
情
報
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
ベ
テ
ラ
ン
従
業
員
の
勘か

ん

所ど
こ
ろ

を
活
か
し
た
業
務
実
施
体
制
を
敷
い
て
い
る
。ド
ロ
ー

ン
を
活
か
し
た
業
務
受
注
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る

が
、
新
技
術
を
活
用
し
つ
つ
、
蓄
積
さ
れ
た
ノ
ウ
ハ
ウ

を
活
用
し
て
一
層
の
業
務
展
開
を
目
ざ
し
て
い
る
。

（
４
）
能
力
開
発
に
関
す
る
改
善

・
仕
事
の
見
え
る
化

２
０
０
２
年
か
ら
各
部
門
の
高
齢
従
業
員
を
中
心
に

Ｉ
Ｓ
Ｏ
認
証
を
取
得
す
る
事
業
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
が

き
っ
か
け
と
な
り
、「
仕
事
の
見
え
る
化
」に
着
手
し
た
。

各
部
門
の
高
齢
従
業
員
は
、
若
年
層
へ
の
技
術
継
承
を

目
的
に
「
作
業
手
順
書
」
や
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
」、「
業
務

フ
ロ
ー
図
」
な
ど
を
作
成
。
工
程
管
理
、
実
行
予
算
管

理
体
制
を
構
築
し
、
仕
事
の
見
え
る
化
を
実
現
し
た
。

「
作
業
手
順
書
」
や
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
な
ど
は
、
社

内
Ｐ
Ｃ
上
で
共
有
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
さ
れ
て
お
り
、
従

業
員
の
だ
れ
も
が
閲
覧
で
き
る
こ
と
で
体
系
的
な
教
育

が
可
能
と
な
り
、
Ｏ
Ｊ
Ｔ
に
よ
る
研
修
が
容
易
に
な
っ

た
。
形
の
あ
る
「
作
業
手
順
書
」
を
も
と
に
、
若
手
従

業
員
と
高
齢
従
業
員
に
よ
る
Ｏ
Ｊ
Ｔ
の
実
行
が
コ
ミ
ュ

技術継承のため、高齢従業員（右）と若手（左）
がペアを組んで業務にあたる

総務部門で働くBさん
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結
び
つ
き
、発
注
者
へ
の
提
案
力
が
各
段
に
高
ま
っ
た
。

若
手
従
業
員
へ
の
技
術
継
承
に
関
し
て
は
、
高
齢
従

業
員
と
若
手
従
業
員
が
ペ
ア
を
組
ん
で
就
労
す
る
な
か

で
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
部
門
の
責
任
者
は
業
務

内
容
に
応
じ
て
、
組
合
せ
を
決
め
、
若
手
従
業
員
が
さ

ま
ざ
ま
な
知
識
や
技
術
を
習
得
で
き
る
よ
う
適
切
な
組

合
せ
を
行
っ
て
い
る
。

（
３
）
意
識
・
風
土
の
改
善

・
ド
ロ
ー
ン
技
術
の
導
入

屋
外
で
の
業
務
が
中
心
で
、
測
量
な
ど
の
現
地
調
査

は
急
な
斜
面
を
登
っ
た
り
、足
場
が
悪
い
現
場
も
多
い
。

従
前
は
、
測
量
用
の
機
材
を
持
ち
、
現
場
へ
向
か
い
、

足
元
の
不
安
定
な
場
所
で
測
量
業
務
を
行
っ
て
い
た

が
、
高
齢
従
業
員
に
と
っ
て
は
体
力
的
な
負
担
も
大
き

く
か
つ
危
険
を
と
も
な
う
作
業
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

リ
ス
ク
削
減
と
作
業
の
効
率
化
の
た
め
に
ド
ロ
ー
ン
を

導
入
し
た
。　

導
入
に
よ
っ
て
、
比
較
的
安
全
な
場
所
で
ド
ロ
ー
ン

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
強
化
に
も
つ
な
が
り
、
役
割
を
明
確

化
す
る
こ
と
で
高
齢
従
業
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
向

上
し
て
い
る
。　
　

（
５
）
健
康
管
理
・
安
全
衛
生

健
康
管
理
の
画
期
的
な
取
組
み
と
し
て
は
、
全
従
業

員
を
対
象
に
し
た
人
間
ド
ッ
ク
の
際
に
、
頸
動
脈
超
音

波
検
査
を
実
施
、
動
脈
硬
化
な
ど
の
早
期
発
見
に
努
め

て
い
る
。
ま
た
、
今
年
度
か
ら
は
40
歳
以
上
の
従
業
員

を
対
象
に
５
年
ご
と
の
脳
ド
ッ
ク
を
取
り
入
れ
、
さ
ら

に
健
康
意
識
を
高
め
る
た
め
、
休
憩
室
に
血
圧
計
を
常

設
し
、
自
由
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

福
利
厚
生
の
取
組
み
で
は
、
有
給
休
暇
取
得
率
の
向

上
を
目
ざ
し
て
お
り
、
昨
年
度
は
約
70
％
と
高
い
割
合

を
示
し
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
時
間
単
位
の
有
給
休

暇
を
取
得
で
き
る
よ
う
に
し
た
こ
と
が
あ
る
。

同
社
の
社
長
は
、「
知
識
・
技
術
の
宝
庫
で
あ
る
高
齢

者
は
、
会
社
に
と
っ
て
大
き
な
戦
力
で
あ
る
」
と
考
え
、

高
齢
従
業
員
を
は
じ
め
全
従
業
員
の
健
康
づ
く
り
に
対

し
強
く
取
り
組
む
姿
勢
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
、
従
業

員
全
体
の
健
康
に
対
す
る
関
心
度
の
高
ま
り
に
つ
な
が
っ

て
い
る
。
ま
た
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
強
化
が
会

社
全
体
を
活
性
化
す
る
」
と
い
う
考
え
の
も
と
、
社
員

旅
行
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
て
い
る
。

先
ご
ろ
開
催
さ
れ
た
創
業
50
周
年
の
記
念
パ
ー
テ
ィ
ー

に
は
、
従
業
員
だ
け
で
な
く
家
族
や
Ｏ
Ｂ
も
多
数
参
加

し
、
人
を
大
切
に
す
る
社
風
が
内
外
に
示
さ
れ
た
。

（
６
）
高
齢
従
業
員
の
声

測
量
部
門
の
Ａ
さ
ん
（
67
歳
、
男
性
）
は
48
年
の
勤

続
を
誇
る
。
現
在
は
週
3
日
勤
務
の
柔
軟
な
雇
用
形
態

を
と
っ
て
お
り
、
人
間
ド
ッ
ク
や
健
康
診
断
の
結
果
を

参
考
に
し
な
が
ら
、
無
理
の
な
い
範
囲
で
現
場
と
事
務

仕
事
の
両
方
を
こ
な
し
、
主
に
若
手
の
育
成
、
技
能
伝

承
を
担
当
し
て
い
る
。

若
手
に
対
し
て
は
、
大
き
な
仕
事
を
や
り
遂
げ
た
と

き
の
達
成
感
を
味
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
気
持
ち

を
持
っ
て
指
導
に
あ
た
っ
て
お
り
、
技
術
以
外
に
も
顧

客
へ
の
接
し
方
や
言
葉
遣
い
に
も
心
を
配
っ
て
い
る
。
Ａ

さ
ん
は
「
ド
ロ
ー
ン
の
操
縦
な
ど
新
し
い
技
術
に
関
し

て
は
若
い
人
か
ら
教
え
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
り
、
ペ
ア

就
労
で
は
お
互
い
に
学
ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
」
と
話
す
。

総
務
部
門
の
Ｂ
さ
ん
（
63
歳
、
女
性
）
は
当
人
の
希

望
に
よ
り
継
続
雇
用
後
も
経
験
年
数
の
長
い
定
年
時
の

職
務
を
そ
の
ま
ま
継
続
す
る
と
と
も
に
、
総
務
課
長
か

ら
次
長
職
に
昇
進
し
た
。
Ｂ
さ
ん
は
中
途
入
社
で
あ
る

が
、
職
場
環
境
の
よ
さ
も
あ
り
、
27
年
間
勤
続
し
て
い

る
。
Ａ
さ
ん
同
様
、
通
常
業
務
に
加
え
て
若
手
の
育
成

も
担
当
し
て
お
り
、
日
々
楽
し
ん
で
業
務
に
取
り
組
ん

で
い
る
。「
柔
軟
な
働
き
方
が
可
能
で
、
有
給
休
暇
も

非
常
に
取
り
や
す
く
風
通
し
の
よ
い
職
場
で
あ
る
た

め
、
高
齢
者
に
は
と
て
も
魅
力
的
な
会
社
で
す
」
と
Ｂ

さ
ん
は
語
る
。

（
７
）
今
後
の
展
望

「
生
涯
現
役
」
を
経
営
方
針
に
掲
げ
る
同
社
で
は
、

高
齢
従
業
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ア
ッ
プ
の
た
め
に
制

度
の
改
善
や
健
康
管
理
を
含
め
た
福
利
厚
生
の
充
実
、

あ
る
い
は
最
新
技
術
を
導
入
し
て
リ
ス
ク
削
減
と
作
業

の
効
率
化
を
図
っ
て
い
る
。
今
後
は
取
組
み
を
一
層
強

化
し
、
将
来
的
に
は
継
続
雇
用
制
度
の
基
準
の
廃
止
を

考
え
て
い
る
。
ま
た
、
健
康
推
進
対
策
室
（
仮
称
）
を

設
置
し
、
健
康
管
理
の
見
直
し
や
、
有
給
休
暇
取
得
促

進
、
労
働
時
間
の
短
縮
も
視
野
に
置
い
て
い
る
。
諸
課

題
に
向
か
っ
て
、
飽
く
な
き
努
力
が
続
く
。

総務部門で働くBさん

図面作成業務を行うAさん


